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新型コロナウイルス感染拡大防止に係る居宅介護支援の臨時対応につ

いて 

 

 日ごろより本市介護保険事業へのご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて，複数の居宅介護支援事業所から「新型コロナウイルスへの感染予防が要因で利用

者から接触を断られてしまった」等のケアプランに係る利用者等との対応についての

ご相談を受けております。利用者やその家族等から接触を断られてしまった場合，本市

は以下のとおり取り扱いますので，ご了知のほどよろしくお願いいたします。 

なお，現在，厚生労働省が新型コロナウイルス関連で発出している通知にはケアプラ

ンに関する具体的な内容が触れられておりませんが，今後発出される通知によっては

本市の取り扱いが変わる可能性があることを申し添えます。 

 

<サービス担当者会議について> 

Ｑ．ケアマネジャー側がウイルス感染を懸念してサービス担当者会議を開催しないこ

とは可能か。また，サービス担当者会議の日程を調整したが，利用者等から参加を断ら

れた場合はどのように対応したらよいか。 

Ａ．ケアマネジャー側の事由でサービス担当者会議を開催しないことは基準上許容さ

れていません。 

利用者，利用者家族，サービス事業者が参加を断ってきた場合は，各者にプラン原案

を交付のうえ，電話やＦＡＸ等で意見照会を行っていただければやむを得ない理由で

照会等によりサービス担当者会議を開催したものとみなします。 

 

<モニタリングについて> 

Ｑ．ケアマネジャー側がウイルス感染を懸念してモニタリングを実施しないことは可

能か。また，利用者やその家族から訪問を断られた場合はどのように対応したらよいか。 

Ａ．ケアマネジャー側の事由でモニタリングを実施しないことは基準上許容されてい

ません。 

利用者やその家族から訪問を断られた場合は，電話やＦＡＸ等でモニタリングを行

っていただければ自宅等を訪問してモニタリングを実施できない特段の事情に該当す

るものとみなします。 


